
証券コード：6614

第54期　定時株主総会
招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2026年６月23日（火曜日）午後５時30分まで

開催日時
2026年６月24日（水曜日）午前10時
受付開始：午前９時

開催場所
ホテルグランミラージュ
２階　天翔の間
富山県魚津市吉島１丁目１番20号

決議事項
議　　案　取締役８名選任の件

　



証券コード　6614
（発送日）2026年６月９日

（電子提供措置の開始日）2026年６月２日
株　主　各　位

富 山 県 魚 津 市 吉 島 8 2 9 番 地
株 式 会 社 シ キ ノ ハ イ テ ッ ク
代表取締役社長 髙 橋 信 一

　【当社ウェブサイト】　https://www.shikino.co.jp/ir/stock/meeting/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第54期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シキノハイテック」又は「コー
ド」に当社証券コード「6614」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦
覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、後記の「議決権行使についてのご案内」に記載の方法によって
議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行
使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 富山県魚津市吉島１丁目１番20号

ホテルグランミラージュ　２階　天翔の間
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第54期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類の
内容報告の件

決 議 事 項
議 案 取締役８名選任の件

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

◎ 議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱
いいたします。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト
において、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

記

以　上

－ 2 －



議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

日　時 行使期限 行使期限

2026年6月24日（水曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）

2026年6月23日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで

2026年6月23日（火曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議　　案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9:00～21:00）
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事 業 報 告

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

１. 株式会社の現況に関する事項
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度における世界経済は、米国の相互関税による影響や中国における不動産市場の低
迷に加え、地政学リスクとしてロシア・ウクライナの紛争問題の長期化や台湾情勢の緊迫化の
ほか、中東地域でも米国・イスラエルとイランとの間で戦争が勃発し、原油市場の変動リスク
やエネルギー供給不安が生じるなど、先行きが不透明な状況で推移しました。国内においても
雇用・所得環境の改善による個人消費の回復が期待される一方、不安定な地政学リスクに伴う
エネルギー価格の変動など、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。半導体市場にお
いては、生成AIの活用急拡大によりデータセンター向け需要が拡大しているほか、AI機能が搭
載されたパソコンやスマートフォンの普及本格化により高性能ロジック半導体やメモリの需要
も堅調に推移しましたが、メモリ価格の高騰は依然として継続しています。また、車載向け半
導体に関しては需要回復に足踏み感が見られることから軟調に推移しました。
　このような環境の中、電子システム事業においては、車載用半導体の在庫調整が継続してお
り、チャンバー式LSI向けバーンインボードを中心とする半導体後工程商材の受注が低迷しま
した。また、高電力LSI向けカスタムバーンイン装置は開発と製作が完了しました。一方、イ
メージセンサー向けカスタムバーンインボードの受注は大きく増加したため、カスタムバーン
イン装置・ボードの売上は前年度比で大きく増加しました。産業機器向け計測製品では、自動
車市況の不透明感により前年度までの積極投資が大きく鈍化する状態が継続しており、車載機
器向け専用計測器の受注が前年度比で大幅に減少しました。非車載計測機器の開発は最終フェ
ーズに進んでおり、前年度比で伸長しました。福島製造部においては、既存顧客製品の市況低
迷と米国の相互関税影響により受注が減少し、新規顧客向け開発も遅延により受注が伸び悩み
ました。
　マイクロエレクトロニクス事業においては、次世代電気自動車向けLSI設計受託に引き続き
注力したことから、アナログLSI設計においてパワートレイン向け電源IC開発を中心に受託が
堅調に推移しました。また、海外販売拡大の取り組みにおいても、既存顧客よりリピート案件
を複数受注しました。デジタルLSI設計受託においては、稼働率が落ち込んでいましたが、期
末にスマートグラス向けの大型開発案件を受注する見込みが立ちました。このほか、昨年製品
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リリースを行った画像圧縮JPEG XL-IPの派生品開発に着手し、2026年度上期での販売開始を
予定しております。
　製品開発事業においては、国内ATM及び国内工場検査装置向け需要の減速、セルフレジ市
場の一巡による出荷減少、一部の2025年度量産開始案件の遅れに加え、見守りシステムの市
場投入時期の後ろ倒しが影響し、当事業年度の販売実績は計画を下回る結果となりました。一
方、海外ATM、コンビニエンスストア向けカフェラテマシン、防衛関連分野、アミューズメ
ント機器、公共施設点検用ドローンといった分野においては、いずれも計画を上回る受注を確
保しており、次年度以降の業績拡大に向け、前向きな要因となっています。開発面では、市場
投入済みの見守りシステムについて、介護ソフトウエアとの連携強化やユーザー視点に立った
操作性向上など、付加価値の更なる向上に向けた取り組みを継続しており、改良版の次年度市
場投入を予定しております。
　この結果、当事業年度の業績は、売上高6,485,529千円（前期比0.5%減）となり、営業損
失は169,825千円（前事業年度は営業利益56,300千円）、経常損失は165,510千円（前事業
年度は経常利益54,492千円）、当期純損失は109,665千円（前事業年度は当期純損失
14,584千円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
【電子システム事業】

　電子システム事業は、自動車市況の不透明感や車載用半導体の在庫調整により主要顧客
の生産調整、設備投資の抑制又は凍結の状態が続き、車載向け半導体後工程商材及び専用
計測器の受注は大きく低迷しました。一方で、カスタムバーンインボードや非車載計測器
の受注は順調に推移しました。
　これらの結果、売上高は3,059,962千円(前期比1.3％増)、セグメント営業損失は
182,127千円(前事業年度はセグメント営業損失29,293千円)となりました。

【マイクロエレクトロニクス事業】
　マイクロエレクトロニクス事業は、イメージセンサーと自動車向けLSI設計受託が堅調
に推移しました。アナログLSIにおいては、海外顧客からの新規発注もあり順調に受注を
積み重ねました。デジタルLSIにおいては、産業機器向けLSI設計受託が市場の不透明性に
より開発中止となったことから受注が低迷しましたが、新規顧客開拓により回復基調に向
かいました。IP販売のロイヤルティについては、モバイル向けを中心に堅調に推移しまし
たが、ライセンスについては一部案件が遅延した事から販売を伸ばすことができませんで
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建物 13,827千円
構築物 900千円
機械及び装置 6,545千円
工具、器具及び備品 16,248千円
建設仮勘定 3,119千円
ソフトウエア 9,535千円

した。
　これらの結果、売上高は2,121,874千円(前期比2.6％増)、セグメント営業利益は
140,141千円(同17.0％減)となりました。

【製品開発事業】
　製品開発事業は、国内ATM、工場検査装置、セルフレジ向けの量産出荷減少があった
ものの、海外ATM及びコンビニエンスストア向けカフェラテマシン等の堅調な推移によ
り、一定程度カバーすることができました。一方、新規に計画していた量産案件について
は、量産開始時期の後ろ倒し、開発進行中における量産計画の見直し及び見守りシステム
の市場投入時期の遅れ等により、計画を下回る結果となりました。
　これらの結果、売上高は1,303,692千円(前期比8.7％減)、セグメント営業損失は
127,839千円(前事業年度はセグメント営業損失83,306千円)となりました。

② 設備投資の状況
　当期における設備投資は50,175千円であり、内訳は次のとおりです。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。
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区 分 第 51 期
2023年３月期

第 52 期
2024年３月期

第 53 期
2025年３月期

第 54 期
（当事業年度）
2026年３月期

売 上 高(千円) 6,476,419 7,091,921 6,516,011 6,485,529

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）(千円) 477,043 509,571 △14,584 △109,665

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は １ 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) 107.99 115.23 △3.29 △24.92

総 資 産(千円) 5,180,594 5,754,517 5,412,535 5,765,610

純 資 産(千円) 2,080,920 2,548,528 2,471,025 2,291,801

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 470.37 575.83 558.67 521.91

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。
② 子会社の状況

　該当事項はありません。
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⑷ 対処すべき課題
　当社の事業の拡大に向けて対処すべき課題は、次のとおりであります。
① 成長戦略
　成長戦略に向けた計画の実行、中核事業の成長加速、新技術や新製品の創出早期化・事業化
推進、新市場、グローバル戦略の推進に取り組んでまいります。

② 品質と信頼性の追求
　顧客最優先と品質至上を徹底し、信頼性を高め、価値ある製品とサービスを提供します。具
体的には、設計品質、製造品質、サービス品質の向上を目指します。
③ 優秀な人材の育成・確保
　当社の成長力の源泉となる人材育成は、全従業員対象のeラーニング・新人研修・選抜研
修・階層別研修・スキルアップ研修・コンプライアンス研修等の社内外教育を優先事項として
取り組んでまいります。また、採用活動においては、人材の多様化に配慮して広い視野で実施
することとし、機会を広げるためWEB面接を多用し、将来を担う優秀な人材の確保に努めて
まいります。
④ 従業員エンゲージメントの向上と企業風土の浸透
　当社は、「社是」「社訓」「行動指針」を掲げており、風土やチャレンジ精神の向上を目指
しながら定着に向けて取り組んでおります。当期においても様々な施策に取り組みましたが、
今後も採用、育成、評価などの人事サイクルに組み込みながら、従業員との共有を図り根付か
せ、エンゲージメントのさらなる向上に努めてまいります。
⑤ コーポレート・ガバナンスの推進
　持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重
要と考え、的確かつ迅速な意思決定及び業務執行体制並びに監督体制の構築を図っておりま
す。また、経営の健全化の観点から、コーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため、当
社全体でリスク管理、内部統制、コンプライアンスへの取り組みを実施しております。加え
て、取締役会の多様性、独立社外取締役の活用など、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めて
まいります。
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事業セグメント 区分 主要製品及び技術

電子システム事業 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンイン
ボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプロ
グラム、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、高速
通信機器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロ
ニクス事業

LSI設計
（アナログ・デジタル）

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処
理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣

IPコア JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業 製品開発事業 画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理シス
テム、画像処理モジュール

⑸ 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社は、半導体に関する事業分野について設計・生産・販売・サービス活動を展開しておりま
す。魚津工場及び福島事業所では、電子機器製品や半導体検査装置、システム製品、カメラモジ
ュール製品などを生産しており、本社、東京デザインセンター、横浜デザインセンター、大阪デ
ザインセンター、福岡デザインセンター、神奈川事業所、九州事業所及び熊本事業所の各拠点で
は営業、設計開発及び保守業務を行っております。また、販売については、一部を除き直販体制
をとっております。
　当社の事業部門別の主要製品及び技術は、次のとおりです。

名 称 所 在 地

本 社 ・ 魚 津 工 場 富山県魚津市吉島

東 京 デ ザ イ ン セ ン タ ー 東京都港区

横 浜 デ ザ イ ン セ ン タ ー 神奈川県横浜市港北区

大 阪 デ ザ イ ン セ ン タ ー 大阪府大阪市淀川区

福 岡 デ ザ イ ン セ ン タ ー 福岡県福岡市早良区

福 島 事 業 所 福島県いわき市小名浜野田字柳町

神 奈 川 事 業 所 神奈川県横浜市中区

九 州 事 業 所 福岡県北九州市若松区

熊 本 事 業 所 熊本県熊本市中央区

⑹ 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
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事 業 区 分 従 業 員 数 前事業年度末比

電 子 シ ス テ ム 事 業 164名 16名減

マイクロエレクトロニクス事業 150 １名増

製 品 開 発 事 業 60 ３名増

全 社 （ 共 通 ） 61 ８名減

合 計 435 20名減

従 業 員 数 前事業年度末比 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

435名 20名減 42.8歳 12.2年

⑺ 使用人の状況（2026年３月31日現在）
当社の使用人の状況

（注）１．従業員数には、臨時従業員、パートタイマー及び派遣社員を含んでおりません。
２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属してい

るものであります。

（注）従業員数には、臨時従業員、パートタイマー及び派遣社員を含んでおりません。

借 入 先 借 入 残 高

㈱ 富 山 第 一 銀 行 716,721千円

㈱ 北 陸 銀 行 470,012千円

㈱ 富 山 銀 行 128,362千円

㈱ 三 菱 U F J 銀 行 62,506千円

合 計 1,377,601千円

⑻ 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

⑼ その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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⑴ 発行可能株式総数 12,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 4,426,000株（自己株式　34,877株）
⑶ 当事業年度末の株主数 4,136名

株 主 名 持　株　数　（株） 持　株　比　率　（％）

塚 田 　 隆 400,000 9.11

名 古 屋 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 205,000 4.67

シ キ ノ ハ イ テ ッ ク 従 業 員 持 株 会 191,800 4.37

宮 本 和 子 140,000 3.19

岸 　 和 彦 135,020 3.07

ほ く ほ く キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 126,200 2.87

宮 本 幸 男 110,000 2.51

宮 本 貴 子 110,000 2.51

広 田 文 男 101,300 2.31

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 100,000 2.28

塚 田 修 司 100,000 2.28

千 名 泰 子 100,000 2.28

２. 株式の状況（2026年３月31日現在）

⑷ 上位12名の株主

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑸ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３. 新株予約権等に関する事項
⑴ 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 等
代 表 取 締 役 社 長
（ 執 行 役 員 ） 髙 橋 信 一
常 務 取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 舛 田 敏 彰 管理本部長兼企画経理部長
常 務 取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 古 川 卓 哉 電子システム事業本部長兼営業部長
取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 岸 　 和 彦 品質管理本部長兼品質管理部長
取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 菊 池 弘 樹 生産本部長兼生産技術部長

取 締 役 宮 本 幸 男 志貴野メッキ株式会社　代表取締役社長

取 締 役 髙 安 錬 太 郎
株式会社アール・アンド・カンパニー　代表取締役
株式会社Ignis Partners　代表取締役
税理士法人Ignis Partners　代表社員
株式会社STG　社外監査役

取 締 役 星 野 奈 津 希 弁護士　安田総合法律事務所　所長

常 勤 監 査 役 広 田 文 男

監 査 役 舟 崎 滋 郎

監 査 役 浜 田 　 亘 株式会社CKサンエツ　社外取締役監査等委員

４. 会社役員に関する事項
⑴ 会社役員の状況

取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役　宮本幸男氏、髙安錬太郎氏及び星野奈津希氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役
であります。
なお、当社は同３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

２. 監査役　舟崎滋郎氏及び浜田亘氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
なお、当社は同２氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

３. 監査役　浜田亘氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

４. 社外役員の他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該兼職先との関係は、後記「５．社外役員に関
する事項」に記載しております。
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区 分 員 数 報 酬 等 の 額 う ち 基 本 報 酬 う ち 業 績 連 動
報 酬

うち譲渡制限付
株 式 報 酬

取 締 役
（うち社外取締役）

９名
（３名）

105,144千円
（10,683千円）

97,420千円
（10,683千円）

－千円
（－千円）

7,724千円
（－千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

17,157千円
（5,898千円）

17,157千円
（5,898千円）

－千円
（－千円）

－千円
（－千円）

合 計
（うち社外役員）

12名
（５名）

122,301千円
（16,581千円）

114,577千円
（16,581千円）

－千円
（－千円）

7,724千円
（－千円）

⑵ 責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各監査役との間において、会社法第427条第１項に基づき、会社法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

⑶ 取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 上表には、2025年6月25日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名を含ん
でおります。

２. 取締役の報酬限度額は、2019年６月25日開催の第47回定時株主総会において、年額180,000千円
以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は、10名（うち社外取締役３名）であります。

３. 監査役の報酬限度額は、2007年６月28日開催の第35回定時株主総会において、年額30,000千円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名であります。

４. 当社は取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。当社は
2023年6月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しており、上
記２．の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金
銭報酬債権の総額を年額50,000千円以内とする旨、並びに対象取締役に対して各事業年度において
割り当てる譲渡制限付株式の総数（上限）を15,000株とする旨を決議しております。当該定時株主
総会の決議の対象となる取締役の員数は5名（社外取締役を除く。）です。

５. 上記、譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
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⑷ 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
　取締役及び監査役の報酬の決定に際しては、業績の状況等を前提に、役員報酬内規による株主
総会の決議により定められるそれぞれの報酬総額の限度内で、取締役会において代表取締役に一
任の決議を取り、代表取締役が決定します。監査役の報酬は監査役間の協議にて決定しておりま
す。
　なお、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、より一層手続きの公正
性・透明性・客観性を強化しております。

① 基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る報酬とし、個々の取締役の報酬の決
定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執
行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（役員賞与）により構成し、監
督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしており
ます。

② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等の条件の決定に関
する方針を含む。）

　当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会におい
て代表取締役一任の決議を取り、各々の取締役報酬は最終的に代表取締役が決定しておりま
す。その決定においては、代表取締役から委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬
委員会への諮問を行っていることから、取締役会は、報酬の内容の決定について客観性が保た
れており、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水
準、当社の業績、社員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしてお
ります。

③ 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又
は条件の決定に関する方針を含む。）

　業績連動報酬（役員賞与）は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため役員報酬
内規に基づき会社業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合には、決算期に役員
賞与を支給することがある旨を定めております。
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④ 譲渡制限付株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時
期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　譲渡制限付株式報酬は、取締役（社外取締役を除く。）に対して取締役会決議に基づく金銭
報酬債権を付与し、それを会社に現物出資させることで、譲渡制限を付した当社の普通株式を
発行又は処分することにより支給します。金銭報酬債権額は、代表取締役社長が当社全体の業
績を勘案しつつ各取締役の成果について評価し決定します。１株当たりの払込金額は、株式の
発行又は処分に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の
終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、
対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。この制度は、対象と
なる取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、
株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しています。

⑸ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　取締役会は、代表取締役社長（執行役員）髙橋信一に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取
締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代
表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、
事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 宮 本 幸 男

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、企業経営経験者として高い見
地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行
っております。また、指名・報酬委員会の委員として、就任以降に開催された
委員会７回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の
選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外取締役 髙 安 錬 太 郎

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、公認会計士・税理士としての
専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長とし
て、当事業年度に開催された委員会７回の全てに出席し、客観的・中立的立場
で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導し
ております。

社外取締役 星 野 奈 津 希

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地か
ら、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、就任以降に
開催された委員会７回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

社外監査役 舟 崎 滋 郎

当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、また、監査役会14回の全て
に出席し、主に金融機関での経営に関する高い見地から取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、監査役会においても豊富
な経験と高い見識に基づき、適宜必要な発言を行っております。

社外監査役 浜 田 　 亘

当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、また、監査役会14回の
うち13回に出席し、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会に
おいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を
行い、監査役会においても豊富な経験と高い見識に基づき、適宜必要な発言を
行っております。

５. 社外役員に関する事項
⑴ 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役の宮本幸男氏は、志貴野メッキ株式会社の代表取締役社長であります。同氏は、
当社の株式110,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼職先と当社との
間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役の髙安錬太郎氏、社外取締役の星野奈津希氏、社外監査役の舟崎滋郎氏、社外監
査役の浜田亘氏は、当社との間には特別の関係はありません。

⑵ 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,000千円

６. 会計監査人の事項
⑴ 名称 仰星監査法人

⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

⑶ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解
任の理由を報告いたします。
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７. 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムに関する
基本方針」を決議しており、取締役会その他重要な会議により職務の執行が効率的に行われ、法
令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、監査役及び内部監査
室が、随時必要な監査手続きを実施することで取締役及び従業員の職務執行状況を監視しており
ます。
　内部統制システムの整備状況の概要は、以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な

事項をコンプライアンス規程及び内部統制規程に定め、当社の役員及び従業員に周知徹底
を図っております。

ロ. リスク・コンプライアンス委員会（RC委員会）を設置し、法令、定款、社内規程及び行
動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コ
ンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築しております。

ハ. 定期的に監査役監査・内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確認する等、実効性のある監査を推進しております。

ニ. 内部通報制度運用規程により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行
い、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基
づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び文書管理規
程に基づき、定められた期間保存しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事

前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行っておりま
す。

ロ. リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、リスク管理規程を定め、同
規程に従ったリスク管理体制を構築しております。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 毎月１回取締役会を開催し、監査役を含む取締役が出席し、重要事項の決定並びに審議・

意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督しております。
ロ. 会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定し、そ

れを達成するため、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程により、取締役、従業員の責
任を明確にし、業務の効率化を実現する体制を整えております。

⑤ 当社における業務の適正を確保するための体制
　監査役及び内部監査部門は、当社の監査を定期的に実施し、当社における業務執行の適正を
確保しております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
　監査役から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査役との協議に基づ
き、適切な人材の配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その他）について検討して対
応します。

⑦ 上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の
実効性の確保に関する事項

　前号の従業員に対する指揮命令権限は、常勤監査役に帰属するものとし、取締役の指揮命令
は受けないものとします。また、当該従業員の人事異動及び考課については、事前に常勤監査
役に報告を行い、同意を得るものとします。

⑧ 監査役への報告に関する体制
イ. 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告

を受け、その内容について共有しております。
ロ. 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締
役又は従業員にその説明を求めることができる体制を整えております。

ハ. 取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、当社に著しい
損害を及ぼすおそれがある事実等を速やかに直接報告しております。
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⑨ 上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこと
を確保しております。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払い又は償還等の請求があった場合には、そ
の費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに
より、当該請求に基づき必要な支払いを行っております。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 代表取締役と監査役は、定期的な会合をもち意見交換をすることで、相互の意思疎通を図

っております。
ロ. 監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報交換を行う等、相互の連携を図

り、監査の実効性を確保しております。

⑫ 反社会的勢力を排除するための体制
イ. 当社は、反社会的勢力排除規程等に基づき、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対
応し、一切の関係及び取引行為を遮断すべく取組みを行っております。

ロ. 警察当局や富山県暴力追放運動推進センター及び魚津市暴力追放運動推進協議会、顧問弁
護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力に対して速
やかに適切な対応がとれる体制を整備しております。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
イ. 主要な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性の

確保及び適正性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外監査役が出席いたしまし
た。また、取締役会のほか、監査役会を14回開催いたしました。

ロ. 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき、監査を行うとともに、当社代表取
締役及び他の取締役、内部監査部門並びに会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交
換等の連携を図っております。

ハ. 内部監査部門は、内部監査計画に基づき、各部門の業務執行の監査を実施しております。
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８. 株式会社の支配に関する基本方針
　当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大
化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
　現時点では特別な買収への対抗措置は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の
変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

（注）本事業報告中の記載金額（又は数値）は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については四捨五入して
おります。

９. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、事業基盤強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保充実を図るとともに、株主の
皆様への安定的かつ業績を反映した適正な利益還元を基本方針としております。今後も中長期的な
視点にたって、成長が見込まれる事業分野に資本コストを考慮しながら、経営資源を投入すること
により持続的な成長と企業価値の向上並びに株主価値の増大に努めてまいります。
　これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき15円とさせてい
ただきました。
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貸 借 対 照 表

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　  産　  の　  部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
契 約 資 産
電 子 記 録 債 権
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

3,961,084
218,367
1,760

1,150,832
1,277,998
174,805
283,256
315,421
383,810
25,478
47,969
81,384

1,804,525
992,768
452,255
3,218
37,672

0
38,599
457,539
3,484

208,343
208,197

145
603,414
96,054

48
3,925

472,883
30,503　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 2,219,389
支 払 手 形 29,903
電 子 記 録 債 務 104,483
買 掛 金 139,556
短 期 借 入 金 1,000,000
１年内返済予定の長期借入金 183,336
リ ー ス 債 務 5,667
未 払 金 90,457
未 払 費 用 199,286
未 払 法 人 税 等 15,139
未 払 消 費 税 等 20,571
前 受 金 150,025
受 注 損 失 引 当 金 51,861
賞 与 引 当 金 214,671
そ の 他 14,430

固 定 負 債 1,254,419
長 期 借 入 金 194,265
リ ー ス 債 務 18,093
退 職 給 付 引 当 金 931,110
資 産 除 去 債 務 110,000
そ の 他 950

負 債 合 計 3,473,809
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,232,691
資 本 金 421,739
資 本 剰 余 金 354,277
資 本 準 備 金 352,667
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,610

利 益 剰 余 金 1,483,899
利 益 準 備 金 8,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,475,899
繰 越 利 益 剰 余 金 1,475,899

自 己 株 式 △27,225
評 価 ・ 換 算 差 額 等 59,109

その他有価証券評価差額金 59,109
純 資 産 合 計 2,291,801

資 産 合 計 5,765,610 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,765,610

2026年３月31日現在
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損 益 計 算 書

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,485,529
売 上 原 価 5,807,528

売 上 総 利 益 961,257
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,131,082

営 業 損 失 （ △ ） △169,825
営 業 外 収 益

受 取 利 息 120
受 取 配 当 金 2,541
仕 入 割 引 305
補 助 金 収 入 8,532
資 材 売 却 益 4,795
そ の 他 5,518 21,814

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,942
為 替 差 損 2,119
譲 渡 制 限 付 株 式 関 連 費 用 1,928
そ の 他 2,507 17,499

経 常 損 失 （ △ ） △165,510
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 32,094 32,094
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0
投 資 有 価 証 券 売 却 損 3,635
減 損 損 失 8,308
退 職 特 別 加 算 金 9,852 21,796

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △155,212
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,443
法 人 税 等 調 整 額 △48,990 △45,546

当 期 純 損 失 （ △ ） △109,665
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株主資本等変動計算書

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計 利益準備金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 421,739 352,667 － 352,667 8,000 1,651,911 1,659,911
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △66,345 △66,345
当 期 純 損 失 △109,665 △109,665
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 1,610 1,610
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 1,610 1,610 － △176,011 △176,011
当 期 末 残 高 421,739 352,667 1,610 354,277 8,000 1,475,899 1,483,899

株 主 資 本 評 価 ・
換 算 差 額 等

純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △582 2,433,735 37,290 2,471,025
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △66,345 △66,345
当 期 純 損 失 △109,665 △109,665
自 己 株 式 の 取 得 △34,452 △34,452 △34,452
自 己 株 式 の 処 分 7,810 9,420 9,420
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 21,819 21,819

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △26,642 △201,043 21,819 △179,224
当 期 末 残 高 △27,225 2,232,691 59,109 2,291,801

（単位：千円）

（単位：千円）
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・市場価格のない株式等
以外のもの ……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）
・市場価格のない株式等 ……移動平均法による原価法

個　別　注　記　表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
＜その他有価証券＞

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
・原材料………………総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）
・貯蔵品………………最終仕入原価法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア
　社内利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計算しております。なお、当事業年度におい
ては、貸倒実績はなく、また、貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

② 受注損失引当金
　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約のうち、損失の発生が見込ま
れ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。
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③ 賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

④ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８
年）による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま
す。

⑷ 収益及び費用の計上基準
　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 電子システム事業

　電子システム事業においては、顧客との請負契約に基づき、半導体検査装置及び関連機器の開発・設
計・製造を行う義務を負っております。当該請負契約については、一定期間にわたり履行義務が充足さ
れると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、発生
原価が履行義務の充足に係る進捗度に寄与及び概ね比例していると判断し、発生原価に基づくインプッ
ト法によっております。ただし、請負契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充
足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、顧客に
よる製品の検収時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

② マイクロエレクトロニクス事業
　マイクロエレクトロニクス事業においては、半導体のLSI設計及びIPコアの開発を行っております。半
導体のLSI設計については、顧客による検収が短期間で実施されており、製品が顧客に検収された時点
において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、通常
は製品が顧客に検収された時点で収益を認識しております。IPコア開発においては、当社の知的財産に
関するライセンスを販売することにより生じるロイヤルティ収入が生じております。ロイヤルティ収入
は、顧客のライセンス利用量に基づいて生じるものであり、顧客の利用量に応じて収益を認識しており
ます。また、一部ロイヤルティ収入については、当社の知的財産を使用する権利を提供する契約であ
り、ライセンスを一時点で充足される履行義務として処理し、当該履行義務を充足した時点で収益を認
識しております。

③ 製品開発事業
　製品開発事業においては、カメラモジュールの開発・製造及びシステム開発を行っております。これ
らの製品の販売については、製品が顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得
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し、履行義務が充足されると判断していることから、通常は製品が顧客に検収された時点で収益を認識
しております。履行義務が一定の期間にわたり充足される契約については、履行義務の充足に係る進捗
度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足に係る進捗度に寄与
及び概ね比例していると判断し、発生原価に基づくインプット法によっております。ただし、契約にお
ける取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定
の期間にわたり収益を認識せず、顧客による製品の検収時点において履行義務が充足されると判断し、
当該時点で収益を認識しております。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
　譲渡制限付株式報酬制度
　当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役に支給した報酬等については、対象勤務期間に
わたって費用処理しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額
　当事業年度末の貸借対照表において計上した繰延税金資産は、472,883千円です。

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する内容
　繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識してお
ります。当該回収可能性の判断は、当社の事業計画に基づいて見積もった将来獲得しうる課税所得を前提
としております。
　課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があ
り、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類における繰延税金資産
の金額に重要な影響を与える可能性があります。

－ 28 －



1,487,767千円

当座貸越極度額 1,100,000千円
借入実行残高 1,000,000千円
差引未実行残高 100,000千円

該当事項はありません。

３. 貸借対照表に関する注記
⑴ 有形固定資産の減価償却累計額

⑵ 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

４. 損益計算書に関する注記
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株式の種類 当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度
期末株式数（株）

普 通 株 式 4,426,000 － － 4,426,000

株式の種類 当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度
期末株式数（株）

普 通 株 式 2,957 41,920 10,000 34,877

決　　議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2025年５月13日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 66,345千円 15.00円 2025年３月31日 2025年6月11日

決　　議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2026年５月15日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 65,866千円 15.00円 2026年３月31日 2026年6月10日

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

⑵ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) １．自己株式数の増加は、譲渡制限付株式の無償取得による増加1,920株及び東京証券取引所における市場
買付40,000株によるものであります。

２．自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものであります。

⑶ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
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６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　資金計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達しております。資金運用につ
いては、一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。現金
及び預金の一部の外貨預金、外貨建の営業債権及び営業債務は為替リスクに晒されております。
　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。
　営業債務である支払手形、買掛金はすべて５ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されていま
す。また、借入金及びリース債務は、主に運転資金及び投資資金の調達を目的としたものであり、返済期
日は最長で決算日後7年であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、債権管理規程に従い、企画経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
期把握や軽減を図っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は外貨建の営業債権及び営業債務については、１ヶ月以内に決済されることから、為替の変動
リスクは減殺されております。外貨預金については、為替の変動リスクに対して、企画経理部が運用
ルールに基づき、円転を行っております。
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取
引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　企画経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することもあります。
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貸借対照表計上額 時 価 差 額
投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 91,804 91,804 －
長 期 借 入 金 （※１） 377,601 375,545 △2,055
リ ー ス 債 務 （※２） 23,761 21,726 △2,035

区分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券

株式 91,804 － － 91,804

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額4,250千円）は、「その他有価証券」には含めており
ません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形、買掛金、
短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（※１）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（※２）１年内返済予定のリース債務を含んでおります。

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）
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区分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 375,545 － 375,545
リース債務 － 21,726 － 21,726

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価が帳簿価額に近似
することから、当該帳簿価額としております。固定金利によるものは、元利金の合計額と、当該債務の残存
期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しております。これらについては、
レベル２の時価に分類しております。

リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７. 賃貸等不動産に関する注記
　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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繰延税金資産
退職給付引当金 291,996千円
研究開発費 76,060千円
賞与引当金 67,320千円
役員退職慰労金 297千円
投資有価証券評価損 30,261千円
固定資産の減損損失 43,004千円
棚卸資産評価損 37,425千円
税務上の繰越欠損金 19,687千円
その他 82,709千円

繰延税金資産小計 648,764千円
評価性引当額 △121,208千円

繰延税金資産合計 527,555千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △21,141千円
差額負債調整勘定 △33,530千円

繰延税金負債合計 △54,671千円
繰延税金資産の純額 472,883千円

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
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(単位：千円)
報告セグメント

その他 合計電子システム
事業

マイクロ
エレクトロ
ニクス事業

製品開発
事業 計

主要な財又はサービスの
ライン

自社製品 496,079 201,096 1,170,816 1,867,992 － 1,867,992

受託開発 2,534,334 1,920,777 132,876 4,587,987 － 4,587,987

その他 15,709 － － 15,709 － 15,709
顧客との契約から生じ
る収益 3,046,122 2,121,874 1,303,692 6,471,689 － 6,471,689

収益認識の時期
一時点で移転される財
（注）１ 1,310,617 2,037,250 1,266,076 4,613,945 － 4,613,945
一定の期間にわたり移
転されるサービス 1,735,504 84,623 37,616 1,857,744 － 1,857,744
顧客との契約から生じ
る収益 3,046,122 2,121,874 1,303,692 6,471,689 － 6,471,689

その他の収益（注）２ 13,840 － － 13,840 － 13,840

売上高

外部顧客への売上高 3,059,962 2,121,874 1,303,692 6,485,529 － 6,485,529

10. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（注）１．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全
に履行義務を充足した時点で収益を認識している契約については、一時点で移転される財に含めてお
ります。

（注）２．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）
に基づく賃貸収入が含まれております。

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関
する注記　⑷収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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当事業年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 1,349,283千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,317,333千円
契約資産(期首残高) 478,201千円
契約資産(期末残高) 1,277,998千円
契約負債(期首残高) 131,002千円
契約負債(期末残高) 150,025千円

　１株当たり純資産額 521円91銭
　１株当たり当期純損失 △24円92銭

⑶ 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、主に電子システム事業及び製品開発事業における請負契約について、期末日時点で完了し
ておりますが未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対
価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該請
負契約に関する対価は、別途定める支払条件により概ね４ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含
んでおりません。
　契約負債は、主にマイクロエレクトロニクス事業におけるIPコア開発に係る契約に基づく履行義務に先
立ち顧客から受領した前受金に関するものであり、貸借対照表上、流動負債の「前受金」に含まれており
ます。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、131,002千円で
あります。
　当事業年度において、契約資産が799,796千円増加した主な理由は、電子システム事業における受注金
額が増加したことによるものであります。また、当事業年度において、契約負債が19,022千円増加した
主な理由は、電子システム事業の一部取引において、履行義務の充足前に顧客から対価を受領したことに
伴い、前受金が増加したことによるものであります。
　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した収益はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える取引が存在しないため、実務上の便法を適用し、
残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象
　該当事項はありません。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 渕 　 誠
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 山 孝 一

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

株式会社シキノハイテック
取締役会　御中

仰星監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社シキノハイテックの
2025年４月１日から2026年３月31日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業
体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

会計監査報告
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監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
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らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第54期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、当期の監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からのその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月25日
株式会社シキノハイテック　監査役会

常勤監査役（社内監査役）広 田 文 男 ㊞
社  外  監  査  役 舟 崎 滋 郎 ㊞
社  外  監  査  役 浜 田 　 亘 ㊞

　
以　上
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株主総会参考書類

候補者
番号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

【 再 任 】

たか

髙
 

 
 

 
 

　
はし

橋
 

 
 

 
 

　
しん

信
 

 
 

 
 

　
いち

一
（1961年９月15日）

    1984年    4 月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホール
ディングス株式会社）入社

    2015年    7 月 パナソニックデバイスシステムテクノ株式会社出向
    2020年    6 月 当社入社

当社執行役員事業推進室長
    2021年    4 月 当社執行役員マイクロエレクトロニクス事業本

部長兼事業推進室長
    2021年    6 月 当社取締役マイクロエレクトロニクス事業本部

長兼事業推進室長
    2022年    6 月 当社常務取締役マイクロエレクトロニクス事業

本部長兼製品開発事業本部長兼事業推進室長
    2023年    4 月 当社常務取締役マイクロエレクトロニクス事業本部

長兼製品開発事業本部・事業推進室担当
    2024年    6 月 当社専務取締役マイクロエレクトロニクス事業本部

長兼製品開発事業本部・事業推進室担当
    2025年    4 月 当社専務取締役製品開発事業本部長兼事業推進室担当
    2025年    6 月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

5,770株

＜取締役候補者の選任理由＞
　2025年６月より代表取締役社長を務め、経営者としての見識を有していることに加え、当業界にお
ける技術・開発分野における豊富な経験と知見を有し、さらには市場の動向を的確に捉えた業務経験
を有しております。また、当社の技術が応用できる分野に対し、人脈を活かした交流を行い、新ビジ
ネスにつながる企画を推進していることから、持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことが期
待できるため、引き続き取締役候補者としました。

議　　案　取締役８名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役全員（８名）が任期満了となります。つきましては、取締役８
名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２

【 再 任 】

ます

舛
 

 
 

 
 

　
だ

田
 

 
 

 
 

　
とし

敏
 

 
 

 
 

　
あき

彰
（1969年８月４日）

    2003年    5 月 公認会計士登録
    2007年    9 月 株式会社クロタニコーポレーション（現 株式会

社MERF）入社
    2024年    3 月 当社入社

当社管理本部長付
    2024年    4 月 当社執行役員管理本部長代理
    2024年    6 月 当社取締役管理本部長兼企画経理部長
    2025年    6 月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼企画経理部長

（現任）

2,000株

＜取締役候補者の選任理由＞
　公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する高度な知見を有しています。さらには、IPOの経
験、内部監査にも精通しており、業務執行だけではなく、ガバナンスにも経験が豊富で守備範囲が広
く、内部統制及び適時開示の業務経験を有していることから、持続的な企業価値向上に重要な役割を
果たすことが期待できるため、引き続き取締役候補者としました。

３

【 再 任 】

ふる

古
 

 
 

 
 

　
かわ

川
 

 
 

 
 

　
たく

卓
 

 
 

 
 

　
や

哉
（1969年３月28日）

    2003年    7 月 当社入社
    2013年    4 月 当社電子事業本部長代理兼営業部長兼電子機器部長
    2015年    4 月 当社執行役員電子事業本部長兼営業部長兼電子

機器部長兼テストソリューション部長
    2016年    4 月 当社執行役員電子システム事業本部長兼営業部

長兼電子制御技術部長
    2017年    6 月 当社取締役
    2019年    4 月 当社取締役電子システム事業本部長
    2025年    6 月 当社常務取締役執行役員電子システム事業本部長
    2025年    12月 当社常務取締役執行役員電子システム事業本部

長兼営業部長
    2026年    4 月 当社常務取締役執行役員電子システム事業本部

長兼ESD品質管理室長（現任）

53,420株

＜取締役候補者の選任理由＞
　電子システム事業本部の営業統括業務、ものづくり技術の向上、人材育成を通じて顧客との信頼確
保に努めています。また、取締役会においては、計画に対する進捗、結果等について、市場や顧客動
向を踏まえて適切な説明を実施し、経営における意思決定機能を高めていることから、持続的な企業
価値向上に重要な役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役候補者としました。
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候補者
番号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

【 再 任 】

きく

菊
 

 
 

 
 

　
ち

池 
 

 
 

　
ひろ

弘
 

 
 

 
 

　
き

樹
（1964年２月３日）

    1986年    4 月 株式会社村田製作所入社
    2021年    2 月 当社出向

当社生産本部生産管理部長代理
    2022年    4 月 当社生産本部生産技術部長
    2023年    4 月 当社生産本部長代理兼生産技術部長
    2024年    2 月 当社入社

当社生産本部長代理兼生産技術部長
    2024年    4 月 当社執行役員生産本部長代理兼生産技術部長
    2024年    6 月 当社執行役員生産本部長兼生産技術部長
    2025年    6 月 当社取締役執行役員生産本部長兼生産技術部長

（現任）

1,800株

＜取締役候補者の選任理由＞
　生産管理・生産技術業務を執行する責任者として、当該分野での豊富な見識や業務経験を活かして
利益創出活動等を適切に行っております。また、サプライヤーとの信頼確保に努め、資材調達力の向
上を図ることを推進していることから、持続的な企業価値向上に重要な役割を果たすことが期待でき
るため、引き続き取締役候補者としました。

５

【 新 任 】

こ

小
 

 
 

 
 

　
ばやし

林
 

 
 

 
 

　
ひさ

久
 

 
 

 
 

　
お

男
（1965年７月27日）

    1987年    4 月 松下電器産業株式会社（現 パナソニックホール
ディングス株式会社）入社

    2025年    10月 当社入社
当社執行役員特命担当兼事業推進室担当

    2026年    4 月 当社執行役員特命担当兼品質保証統括室長（現任） 0株

＜取締役候補者の選任理由＞
　技術と事業推進における豊富な業務経験を有し、経営の柱としている品質至上を全社推進する中
で、その職務・職責を適切に果たしております。また、現場での対話を重視しつつ、各方面への提言
を通して経営全体における意思決定の質を高めていることから、持続的な企業価値向上に重要な役割
を果たすことが期待できるため、取締役候補者としました。
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候補者
番号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

６

【 再 任 】

たか

髙
 

　
やす

安
 

　
れん

錬
 

　
た

太
 

　
ろう

郎
（1972年１月30日）

    2011年    6 月 みずほ証券株式会社入社
    2019年    7 月 株式会社アール・アンド・カンパニー代表取締

役（現任）
    2021年    6 月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社アール・アンド・カンパニー　代表取締役
株式会社Ignis Partners　代表取締役
税理士法人Ignis Partners　代表社員
株式会社STG　社外監査役

0株

＜社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要＞
　公認会計士・税理士の資格を有し、証券会社勤務時には数々の上場企業をサポートしてきた経験・
知見が豊富であります。現在の活動の拠点は首都圏にあり、情報収集や業界の動向について素早く助
言・対処できることが期待できます。その豊富な経験や見識を活かして、当社の経営に対する監督と
適切な助言をいただけることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者としました。
　現在、「指名・報酬委員会」の委員長を務めております。

７

【 再 任 】

ほし

星
 

　
の

野
 

　
な

奈
 

　
つ

津
 

　
き

希
（1985年９月24日）

    2012年    12月 弁護士登録
    2012年    12月 オギ法律事務所（京都市）入所
    2015年    1 月 野村法律事務所（福井市）入所
    2017年    1 月 安田総合法律事務所開業　所長（現任）

2022年    6 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
弁護士
安田総合法律事務所　所長

0株

＜社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要＞
　弁護士としての経験・実績が長く、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊富な経験を
有しております。その知識と経験を活かし、取締役会において活発な発言が多く、引き続き当社の経
営に意見を反映いただくことが、取締役会の機能強化に資すると判断できるため、引き続き社外取締
役候補者としました。
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候補者
番号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

８

【 新 任 】

まち

町  　
の

野  　
とし

利  　
みち

道
（1947年１月17日）

    1971年    11月 エルコー株式会社（現 コーセル株式会社）入社
    2002年    8 月 コーセル株式会社代表取締役社長
    2011年    8 月 コーセル株式会社取締役会長
    2014年    8 月 コーセル株式会社取締役相談役
    2015年    8 月 CSポート株式会社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
CSポート株式会社　代表取締役社長

0株

＜社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要＞
　メーカーのトップとして長年経営に携わり、ものづくり技術や品質管理における高度な知見と経営
に関する高い見識を有しています。その豊富な経験や見識を活かして、当社の経営に対する監督と適
切な助言をいただけることが期待できるため、社外取締役候補者としました。

（注）１. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
２. 髙安錬太郎氏及び星野奈津希氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって髙安錬太郎氏が５年、星野奈津希氏が４年となります。
３. 取締役候補者のうち、髙安錬太郎氏、星野奈津希氏及び町野利道氏は、会社法施行規則第２条第３

項第７号に定める社外取締役候補者であります。
４. 当社は、髙安錬太郎氏及び星野奈津希氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限
度額は、法令の定める最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の
原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。両氏の再任が承
認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、町野利道氏の選任が承認さ
れた場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

５. 当社は、髙安錬太郎氏及び星野奈津希氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おります。また、町野利道氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、
独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以　上
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株主総会会場　ご案内略図

＜会場＞
ホテルグランミラージュ　２階　天翔の間
富山県魚津市吉島１丁目１番20号
電話　０７６５－２４－４４１１

＜交通アクセス＞
○ あいの風とやま鉄道魚津駅から徒歩で　約５分
○ 北陸自動車道　魚津ＩＣ出口から車で　約７分

新魚津駅
魚津駅

魚津病院

アップヒルさん

警察署前

魚津駅前

上村木東 吉島西

本江東

E8

魚津IC

52

魚津ショッピング
スクエアサンプラザさん

8

魚
津
バ
イ
パ
ス

会場
ホテル グランミラージュ

魚津駅

アップルヒル

魚津ショッピング
スクエアサンプラザ


